
1 はじめに
本市は、「公共施設等総合管理計画」を平成28年

に策定し、公共施設マネジメント基本方針に沿っ
た取組みを進めています。基本方針の五つの柱と
して、「保有総量の抑制・圧縮、施設の共用化・
複合化、適切な維持管理と管理運営の効率化、全
庁を挙げた体制整備、公民連携」を掲げています。
そして、それ以上に、施設マネジメントの遂行に
は以下の目的達成が求められていると考えます。
公共施設は建設時には、行政サービスを提供す

るために、多くの利用者に使われ続け、その役目
を果たすまで、存続することが望まれていたはず
です。そのためには、①安全性の確保、②一定の管
理水準の確保、③使われ続けるために運用を見直
すことが必要とされ、これらを達成する見込みが
あるからこそ、長寿命化に資する施設といえるの
ではないでしょうか。たとえ長寿命化が困難な施
設であっても、運用を見直し、その役目を果たす
ことはできるのではないでしょうか。やれること
をやって、よく頑張ったといわれる施設であって

ほしいと思っています。以下に、①～③を達成し
ていくための取組みを紹介します。

2 中規模・大規模改修工事（①安全性の確
保）
施設評価や優先順位に基づき実施している計画

的な工事において、本市では達成すべき目標を設
定しています。それは建物の劣化具合に応じて改
修範囲・工法を職員自ら選定し、必要最低限の投
資に抑え、改修後の20年間に無計画の工事を実施
しないようにすることです。
まず、改修範囲・工法の選定にあたり、『建築

物のライフサイクルコスト』
1）
（以下「参考書」という）

を参考にしています。改修範囲は参考書に記載の
保全方式が予防保全の部位であり、かつ、計画更
新周期を迎える場合です。ただし、更新周期を迎
えない場合でも、修繕周期を迎えている場合は更
新ではなく、部品交換や塗装の上塗りなどの修繕
を実施します。さらに、社会的要求等に応えるた
めに必要な LED化やダウンサイジングの検討、
トイレの洋式化、バリアフリー化などを基本事項

として実施しています。改
修工法の選定については、
職員の経験・知識での仮選
定とし、詳細な設計業務を
委託後に協議を経て、正式
に決定します。
改修設計委託の前年度に

関係課協議と現地調査を実
施し、改修範囲等のリスト
（表1）と改修箇所を記載し
た図面を作成します。この
リストは設計委託の発注時

使われ続ける公共施設を目指して
た じり だい し ろう
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表1 現地調査に基づく改修範囲等（抜粋）
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事後保全 予防保全 積み残し 機能向上

支払額 

千円

に設計者との共通認識を図り、さらに、庁内での
予算要求時に改修工事等の内容・目的を共有する
ために使用します。工事完了後には、保守点検業
務の仕様書作成に必要な保全台帳と維持管理等に
必要な竣工図（CADデータ）を庁内サーバーにて共
有しています。これらにより、予防保全の実施に
よる未然の事故・故障の回避、改修基準の統一、
工事・修繕区分の明確化を図ることができます。

3 公共施設包括管理業務委託（②一定の管
理水準の確保）
前述の工事では対応しない事後保全部位は、不

具合があっても、施設を利用停止せずに修繕が可
能であり、そのほとんどは室内の仕上げ部分が該
当します。ただし、財政状況により、十分な修繕
費を確保できないため、運営に支障がなければ経
過観察とする傾向にあります。これをいかに改善
するかを考えると、保守点検・修繕業務、巡回点
検などを実施できる総合的な専門知識を有した職
員の確保は困難であるため、管理水準の向上を目
的に、令和6年度から民間ノウハウを活用した包
括管理業務委託を導入しました。管理水準の向上
とは、包括導入前と導入後の修繕額は同等の条件
で、いかに効率的に予算を執行し、積み残し箇所
を減少させていくかという意味です。
導入前は積み残し修繕をほぼ実施できていませ

んでしたが、導入後では26．1％の費用を充ててい
ることから、効果的に予算が執行できています（図
1）。ただし、積み残し箇所が解消するまでには
時間を要します。また、導入して順調に業務を遂
行していく中で、いくつかの実務の課題が発生し
ました。

まずは、受託事業者が修繕依頼を受付してから、
修繕完了までの時間を要し、さらに、いつまでに
どういう状態にするという説明がないので、改善
が必要でした。定例会議を受託事業者と月1回、
施設監督職員との合同会議を年2回実施していた
ものの、想定する業務水準に達していなかったた
め、当課の包括担当者が受託事業者の事務所に訪
問し、約1週間のOJTを実施しました。それか
らは大幅に改善され、順調に業務遂行ができるよ
うになりました。その改善効果を検証するため、
施設担当者向けのアンケートを実施しました。評
価項目は受託事業者の修繕・保守点検・巡回点検
の対応、担当者とのコミュニケーションなどの8
項目になります。結果は、5点満点中3．8点で標
準を上回る結果となり、導入効果が現れています。
このように、導入当初において、受託事業者は

施設の状況把握や市内事業者及び施設担当者との
関係性を構築するために時間を要するのは当然の
ことであり、それを一方的に押し付けるのではな
く、協働して事業目的を果たす必要があります。
まだまだ課題はありますが、引き続き、受託事業
者と協働していきながら、管理水準の向上を図っ
ていきます。

4 PPP/PFI 研究会（③使われ続ける施設
とするために）
2及び3の取組みを計画的に実施していくこと

で、使われ続ける施設とするための土台が整って
きたので、令和6年度からPPP/PFI 研究会を発
足しました。これまでは前例を踏襲することが多
く、効果的な改善に至らないことがほとんどでし
た。そこで職員の意識改善と新しい視点を取り入
れるために外部アドバイザーを招き、知見を学び
ながら進む決心をしました。研究会では施設所管
課が一堂に会し、各課が抱える課題や可能性を幅
広い視点で意見交換を行い、職員の意識改善と公
共施設の本来あるべき姿を追究してきました。研
究会に時間を割けたのは、包括管理業務委託導入図1 導入後の修繕種別ごとの支払額割合
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により、職員の負担軽減が図れた結果と考えてい
ます。
研究会では、全8回の会議を実施しました。第

1回は「市長、副市長と一緒に本市が目指す姿、
方向性を共有すること」をテーマに、市長・副市
長・部課長を対象にアドバイザーから講演をいた
だきました。第2回から第8回までは各課が抱え
る課題を車座会議にて議論し、大規模な事業費を
かけることなく、すぐにできることを少しずつで
はありますが、実施できました。
1） 社会実験の実施
刻々と変化する社会的要求に対応していくため

には、これまでと同様の手法だけではなく、新し
い公共空間の使い方を提案し、理想の日常を描い
ていく必要があります。
市の玄関口である JR玉名駅は約4，000人/日の

利用があるにもかかわらず、そのほとんどが駅と
目的地の往復であり、周辺エリアへの波及効果が
見込めない状況でした。まずは、人の流れを変え、
まちに開かれた公共施設とすべく、1ヵ月限定の
社会実験を行いました。具体的には、タクシープ
ールの一部に人工芝と屋外ファニチャーを配置す
ることにより、滞留を目的とした憩いの場を創出
しました。すべてDIY製作や寄付により、実質
負担なく設置することができ、敷地は JRと市の
所有であり、それを借りているタクシー会社との
協議を経て実現したものです。
次に、都市公園内の低利用場所の有効活用と指

定管理者の自主事業の促進を目的として、グラウ
ンドゴルフ場を活用した社会実験「手ぶらでバー
ベキュー」を実施しました。
都市公園条例の行為の禁止事項に「たき火をし、

若しくは火気をもてあそび、その他危険な遊びを
すること」と記載があり、これまでバーベキューは
実施できませんでした。しかし、蛇ヶ谷公園は指定
管理者の自主事業として、指導・監督のもと、限
られた区域においてのみ料金を徴収した上で火気
の使用を認め、その他区域と差別化することで、
火気の乱用を防止するという条件をクリアしてい
ます。
二つの事例に共通していえることは、まだまだ

改善の余地はありますが、社会実験を通して実際
の風景を目の当たりにし、公共空間の利活用の可
能性や目指すべき方向性を共有できたことです。
社会実験は大規模な投資が不必要であり、方向性
の転換や事業実施の中止を判断するメリットにな
ります。まだ、実験数は少ないですが、これから
も理想の日常風景を描くための手段として取り組
んでいきます。
2） 指定管理者制度の見直し
この制度は、公の施設の管理に民間事業者等の

有するノウハウを活用し、多様化する住民ニーズ
に効果的・効率的に対応していくことが求められ
ています。民間ノウハウに期待するのは施設の運
営費等の削減だけではなく、施設の収入増となる
取組みを促進し、利用者サービスの向上を図るこ

写真1 JR玉名駅前広場の社会実験風景 写真2 蛇ヶ谷公園の社会実験風景
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図2 Ａ．利用料金に自主事業のサービス料イメージ

図3 Ｂ．契約更新制のイメージ

とではないでしょうか。そのため、以下の点につ
いて事務処理方針を改正し、施設所管課及び指定
管理者（以下「管理者」という）に説明会を実施しま
した。
Ａ．利用料金に自主事業のサービス料イメージ
Ｂ．契約更新制の導入

図2の②については、市職員・管理者ができる
という認識がほとんどありませんでした。市側は利
用料金を条例で定めているため、管理者自ら投資
する対価として、サービス料を加算する提案に否定
しがちですが、料金の設定を事務処理方針に明記
して、さらに説明会を開催することで、市職員の意
識改善と管理者の投資意欲の向上が図られました。
本市にも、自ら投資して利用者サービスの向上

に効果的な自主事業を実施している管理者がいま
す。図3は、そのような管理者の支援・確保を目
的に毎年度の業績評価の結果が優良な事業者は協
定期間の更新を可能にしました。これによって、
長期的な施設運営が可能となり、投資意欲の向
上・投資回収につながります。
このように、指定管理者制度はできることが多

く、柔軟性が高い制度ですので、市側が環境を整
えることで、より優良なパートナーの育成・確保
に寄与できると考えています。

また、指定管理施設の修繕に係るリスク分担は、
金額に応じて、市又は管理者が負担することとし
ています。しかしながら、思うように修繕が実施さ
れず、積み残しとなっている箇所が見受けられま
す。本来、市及び管理者は行政が有しないノウハウ
を最大限活かしたいはずであり、受託者はいつの
時点の不具合か分からない箇所を改善するために
業務時間や人員などを費やすべきではないと思っ
ています。そうしたことから、今年度より、指定管
理施設の維持管理業務については事業者の公募時
に修繕のリスク分担を廃止し、包括管理業務委託
に移行しています。これにより、市と受託者が協
働して運営改善に注力するとともに、結果として
行政サービスが向上することを期待しています。

5 おわりに
施設のライフサイクルを検討する場合、最初に

思い浮かぶのは建設から解体までに要するコスト
ではないでしょうか。コスト抑制は本市に限らず、
重点的に取り組むべき課題ではありますが、使わ
れ続ける公共施設であるためには、ハード面ばか
りではなく、運営面について十分な検討期間を確
保しなければなりません。しかし、その期間は建
物の目標使用年数の1割にも満たないのではない
でしょうか。使われ続ける施設になるために、い
かに残り9割の期間を運営継続するための議論に
割けるかが問われ、それに応じた見直しが必要不
可欠です。人口減少などの社会情勢の変化に伴い、
想定より短い使用期間で終える施設もあります
が、使い続けると決めた施設は運営面に注力する
仕組みを模索し、よく頑張ったといわれる施設づ
くりを目指していきます。
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